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   平素、愛知環状鉄道をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 

当社は、旧国鉄の岡多線を引き継ぎ、昭和６３年１月３１日、岡崎～高蔵寺駅間４５.３キロで開業

した第三セクター鉄道です。 

 

これまでに、部分的複線化と車両の増備による列車の増発や編成両数の増強を行うなど、都市型かつ

地域密着型鉄道として、お客様に信頼され、よりご満足いただけるよう、安全で快適・便利なサービス

の提供に努めてまいりました。おかげさまで現在では、年間約１，５００万人のお客様にご利用をいた

だいております。 

 

      平成２６年度を振り返ってみますと、社員一丸となって安全・安定輸送の確保を最優先に努めた結果、

お客様の死傷事故は皆無であったのは当然のこととして、お客様に多大なご迷惑をおかけするような事

故や障害を発生させることなく、安定した輸送を確保することができました。 

 

   鉄道事業者にとって、「安全」は絶対に疎かにしてはならない最大の使命だと第一に心がけております。

平成２３年度末に策定した中期経営計画（平成 24 年度～平成 28 年度）において、「信頼される鉄道」

を最重点テーマとして掲げる中、引き続き、「お客様の安全はすべてに優先する」という基本方針を社

員一人ひとりに徹底し、安全・安定輸送の確保を最優先に取り組み、安全で利便性の高い輸送サービス

をお客様に提供してまいります。 

 

   この報告書は、鉄道事業法に基づき、当社の安全に関する基本的な考え方や、平成２６年度の安全性

向上に向けた取り組みなどをまとめたものです。輸送の安全確保をより確実なものにするために、お客

様の忌憚のないご意見をいただければ幸いです。 

 

今後とも、愛知環状鉄道に対するご愛顧とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

平成２７年８月 

 

                     

代表取締役社長 西村 眞 

 

 

１．ごあいさつ                              

「安全報告書２０１５」の公表にあたって 
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 私たちは、「お客様の安全はすべてに優先する」という安全方針のもと、「安全管理規程」において、「安

全行動規範」を定め、全社員が一丸となって安全確保に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．安全に関する基本的な考え方                              

２－１．安全方針と安全行動規範 

安 全 行 動 規 範 
 

１．安全は、経営の根幹であり、社会への責務である。 

２．常にお客様の安全確保を最優先しなければならない。 

３．規程の遵守、規律の徹底および知識・技能の向上は、安

全の確保に最も大切である。 

４．安全確保のためには、全社員が一致協力しなければなら

ない。 

５．確認の励行と連絡の徹底に努め、疑わしいときは、最も

安全と認められる行動をとらなければならない。 

各職場で朝礼時に「安全行動規範」を唱和 
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  お客様への安心・安全な輸送を確実なものとするため、安全目標を以下のとおり定め、輸送の安全確保

に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成２７年度の重点安全施策は、以下のとおりです。前年度末の安全推進委員会で今年度の実施項目を

決定した後、各現場で実施細目を作成して、事故防止に取り組んでいます。 

項    目 内       容 

列車の運転に関係する事故防止 

○基本動作の実行・コンプライアンスの徹底 

○規程・マニュアル類の継続的見直し 

○業務目標シート、ヒヤリハットの有効活用による安全意識の向上 

○プラットホーム上のお客様の安全確保 

○運転関連設備の継続的整備 

教育・訓練の充実 

○将来に向けての人材の育成 

○知識・技術・技能の維持向上のための勉強会・訓練会の実施 

○新入社員・転勤者に対する効果的な教育・訓練の実施 

○外部研修の有効活用 

異常時への適切な対応 

○異常時の取扱いの理解 

○確実な情報伝達と情報の共有化 

○お客様への適確な情報提供 

○規程・マニュアル類の継続的見直し 

災害への対応力の向上 

○災害発生時の迅速な対応 

○要注意箇所の把握と点検強化 

○災害時の運転規制の理解 

○災害に対応する効果的な訓練の実施 

施設・電気・車両に関係する 

故障防止 

○中堅・若手社員への技術継承 

○保守技術力の向上 

○規程・マニュアル類の継続的見直し 

工事に関係する事故防止 

○作業計画・作業手順の遵守の徹底 

○関係者間の確実な連絡の実施 

○協力会社に対する適切な指導 

○規程・マニュアル類の継続的見直し 

２－２．安全目標 

２－３．重点安全施策 

安 全 目 標 

１．重大な列車事故（衝突・脱線・火災）は発生させない。 

２．踏切障害事故は発生させない。 

３．人身障害事故は発生させない。 
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   社長をトップとする安全管理体制を以下のとおり構築して運用しています。組織の中に「安全統括管

理者」・「運転管理者」・「乗務員指導管理者」などを選任、それぞれの責務・権限を明確化し、輸送の安

全確保を図っています。 

 

 

 

 

                            輸送の安全確保に関する 

                            事業運営上の重要な決定 

                            に参画する者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．安全管理体制                              

３－１．安全管理の体制 

社  長 

安全統括管理者 

常務取締役 

運転管理者・車両管理者 

運輸部長 

乗務員指導管理者 

運転区長 

運転・検修現場 

総務部長 施設課長 

駅 長 

電力課長 信号通信課長 

駅現場 

運転課長 施設区長 電気区長 

指 令 施設現場 電気現場 
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   安全管理体制における各責任者の役割は以下のとおりです。 

 

責 任 者 役        割 

社 長 輸送の安全確保に関する重要事項を決定します。 

安全統括管理者 

輸送の安全確保に関する事業運営の方針・事業の実施と管理の体制や方法に関す

る業務を統括します。また、輸送の安全確保のために、必要な改善に関する意見

を社長に提言します。 

運 転 管 理 者 
安全統括管理者の指揮のもと、列車の運行管理・乗務員の資質保持・その他の運

転に関する事項を統括します。 

乗務員指導管理者 運転管理者の指揮のもと、運転士の資質保持に関する事項を管理します。 

施 設 課 長 安全統括管理者の指揮のもと、鉄道土木・軌道施設に関する事項を統括します。 

信号通信課長 安全統括管理者の指揮のもと、鉄道信号・通信施設に関する事項を統括します。 

電 力 課 長 安全統括管理者の指揮のもと、鉄道電力施設に関する事項を統括します。 

車 両 管 理 者 安全統括管理者の指揮のもと、車両に関する事項を統括します。 

総 務 部 長 輸送の安全確保に必要な設備投資、人事および財務に関する事項を統括します。 

 

 

 

 

  ●安全推進委員会 

    「安全推進委員会規程」に基づき、社長をはじめとする常勤取締役・課長職以上の管理者と各現場

長をメンバーとする安全推進委員会を毎月開催しています。管理部門と現業部門の意思疎通を図るた

めの意見交換や鉄道運転事故・労働災害の防止、過去や他社の事故事例の活用、事故の原因究明と再

発防止策などを管理部門と現業部門が一体と 

なって審議を行っています。 

    また、各現場長からは、年度初に現場ごとに 

作成した重点安全施策の実施細目について、毎 

月の具体的な実施状況が報告され、計画的に現 

場の事故防止対策が図られていることを管理部 

門も把握しています。 

 

 

 

 

３－２．安全推進委員会等の開催 

安全推進委員会の様子 
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  ●請負会社事故防止会議 

    建設工事及び保守作業を請負っていただいて 

いる会社と一体となって工事の安全を確保する 

ため、年度初に当社の工事担当者と請負会社の 

工事管理者クラスによる事故防止会議を開催し 

ています。 

事故防止の指導を行うとともに積極的な意見 

交換を行い、安全に対する意識の高揚を図って 

います。 

 

 

 

  

 

  ●安全総点検の日 

    平成２４年度のアルコールチェックにおける

虚偽申告の発生を踏まえ、二度とこのような事案

を発生させないため、また、本件の風化を防止し、

常にコンプライアンス及び業務に対する高い意

識を保ち続けるため、中部運輸局長から警告文書

「運転士等の執務の厳正の確立について（警告）」

が発せられた６月１日を「安全総点検の日」と定

め、会社幹部の職場巡視、各種検査記録の点検等

の取り組みを実施しています。 

 

●ヒヤリ・ハットへの取組み 

    現業部門に従事する社員から集めた列車運転に関する取り扱いや労働災害などに関係するヒヤリ・

ハット情報を原因分析して事故防止に役立てる制度を導入しています。 

具体的には、各現業部門から提出されたヒヤリ・ハット情報に対し、原因の分析と対策を検討する

ための検討会を行い、その検討内容が安全推進委員会に報告されるとともに、掲示等により社員に対

しても周知しています。 

このように、ヒヤリ・ハット情報を管理部門と現業部門で共有し、事故防止につなげていく体制を

築いています。 

 

●提案制度への取組み 

    全社員を対象とした提案制度を導入しています。これまでにも社員からの提案による改善を実施し

ています。提案制度は今後も継続的に実施し、安全管理に役立てていきます。 

 

●できごとシートの活用 

    ヒヤリ・ハットや提案では報告されにくい細かい情報を収集する独自のツールを導入しております。

各職場において発生した内容は、できごとシートにより随時管理部門へ報告され、フォローが必要な

ものについては、適切な対応を実施しています。 

 

３－３．安全管理のための活動 

請負会社事故防止会議の様子 

安全統括管理者による記録の点検 
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  ●事故防止に対する個人目標の設定 

    平成２４年度から社員個々が事故防止に対して自ら取り組むことを業務目標とし、それを管理者が

トレースすることで社員個々の事故防止に対する努力が見えやすい状況をつくり、また、その努力を

評価、フォローし、事故防止に対して全体的なレベルアップを図るための取り組みを実施しています。 

 

  ●ＫＹ活動の取り組みについて 

各職場の中堅社員をＫＹＴトレーナーとして

養成し、それぞれの職場でＫＹＴトレーナーが中

心となり、ワンポイントＫＹを実施する等、事故

防止意識の向上とその深度化を図っています。 

 

 

 

 

 

 

●業務研究発表会 

毎年、各職場が事故防止・業務の効率化・社員教育などに関するテーマを決め、取り組んだ研究の

成果や事例を発表する業務研究発表会を開催しています。 

効果が顕著な事例は実際に採用し、安全管理に役立てています。 

 

●異常時の対応 

 鉄道運転事故や自然災害などの異常時に備え、異常時の応急処理の取り扱いを社内規程に定めてい

ます。事故や災害が発生したときは事故対策本部・事故復旧本部を設置し、早期に運行が再開できる

ような体制を構築しています。 

なお、東海地震への対応については、「東海地震にかかわる地震防災応急計画」を策定し、地震防災

対策の強化を図っています。 

 

●経営者・管理者による現場巡視と添乗指導 

社長をはじめとする常勤取締役と課長職以上の管理者により安全総点検と添乗指導及び現場巡視を

実施し、現場の安全管理の状況を定期的に確認しています。 

平成２６年度も年末年始輸送安全総点検の期間中に実施しました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添乗指導 乗務員点呼の現場巡視 

ＫＹＴトレーナーによる講習会 
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  平成２６年１１月２６日に中部運輸局による運輸安全マネジメント評価を受検しました。社長・安全統

括管理者・運転管理者へのインタビューが行われ、安全への取り組み状況について良好であるとの評価を

いただきました。 

  また、平成２６年春の全国交通安全運動期間中の４月１４日には取り組み状況の視察が行われ、踏切や

駅ホームなどの安全対策を確認いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

  平成２６年度は、内部監査を以下のとおり実施しました。 

 

●運輸安全マネジメント内部監査（平成２６年１２月２日） 

乗務員指導管理者（運転区長）及び鉄道施設に関する管理者（施設課長、電力課長、信号通信課長）

に対してインタビューを実施し、これを通して、社長、安全統括管理者（常務取締役）、運転管理者・

車両管理者（運輸部長）、総務部長を含めた安全管理体制の責任者全員が、主体的に、かつ適切に安全

管理体制の運営に関与していることを確認しました。 

 

●安全監査・一般監査（平成２６年１２月３日～５日） 

指令、駅、運転区、検修科、施設区、電気区で現地監査を実施し、社内規程などに基づき、業務を適

切に運営していることを確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－５．内部監査の実施 

３－４．運輸安全マネジメント評価の受検等 

運輸安全マネジメント評価講評 視察の様子 
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   鉄道事業者は、鉄道運転事故・インシデント・輸送障害・災害などが発生した場合は、「鉄道事業法」・

「鉄道事故等報告規則」の規定に基づき、その概要・原因などを国土交通大臣へ届け出ることが義務付

けられています。当社に関係する事故・障害などの区分は以下のとおりです。 

 

区    分 内                  容 

鉄道運転事故 

列車衝突 列車が他の列車や車両と衝突または接触した事故 

列車脱線 列車が脱線した事故 

列車火災 列車に火災が生じた事故 

踏切障害 
踏切で列車や車両が踏切を通行する人や車両などと衝突また

は接触した事故 

人身障害 列車や車両の運転により人の死傷を生じた事故（自殺は除く） 

物 損 列車や車両の運転により５００万円以上の物損を生じた事故 

インシデント 運転事故が発生するおそれがあると認められる事態 

輸 送 障 害 
列車の運休または一定時間以上遅延して、輸送に障害を生じた

事態 

災 害 
地震・台風などの自然災害や大規模な火災・爆発などにより、

鉄道施設・車両に生じた多大な被害 

電 気 事 故 
感電・電気火災・電気施設の故障などにより、死傷者を生じた

事故など 

行政指導など 業務改善命令・警告書などを受けるような事態 

そ の 他 
鉄道事業法以外の法令を含め、社会的関心の高い問題が発生し

た場合 

 

 

 

 

 

 

 

４．輸送の安全の実態                              

４－１．事故などの報告義務 
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   平成２６年度は「鉄道運転事故」・「インシデント」・「災害」・「電気事故」・「行政指導など」の発生は

ありませんでしたが、「輸送障害」が２件発生いたしました。 

概要は以下のとおりです。 

 

 

〔輸送障害〕 

項  目 内          容 

発生日時 平成２６年８月１９日 １１時１９分 

発生場所 北野桝塚駅構内 

原  因 鉄道施設への自動車の衝撃 

状  況 
 北野桝塚駅構内の架道橋にクレーンを上げた状態の高さ制限を超えたトラックが衝撃

した。施設の安全点検のため、列車の運転を一時見合わせた。 

列車影響 運休１２本  遅延本数１２本 最大遅延３６分 

 

 

 

項  目 内          容 

発生日時 平成２７年３月２２日 １８時２９分 

発生場所 篠原駅構内 

原  因 落雷による信号機器故障 

状  況 
篠原駅の信号機付近に落雷があり、信号機器が故障し制御不能となったため、列車の

運転を一時見合わせた。 

列車影響 運休１２本  遅延本数１９本 最大遅延８０分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－２．事故などの発生状況 
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  ●人材育成の例 

①新入社員の育成 

     社会人としての心構えと安全を最優先する鉄道人としての意識付けを図るため、３週間の研修を

実施しています。安全統括管理者による安全に関する特別講義のほか、各専門分野については各課

長などが職場配属前に必要な安全知識と技術知識を体系的に指導します。また、外部の専門講師に

よるビジネスマナーとフロントサービスの研修を実施し、実務応対を通じた社会人としての意識付

けも行っています。さらに、平成２５年度からは入社時にもコンプライアンス研修を導入し、法令

順守をはじめとしたコンプライアンスの重要性を理解させ、自ら実践できる社員の育成を行ってい

ます。 

     また、各職場配属後も新入社員が自信をもって業務に従事し、会社へ定着するよう、各職場の先

輩・上司による教育に加え、先輩社員がフォローするメンター制度により、新入社員の成長を多方

面から支えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②階層別研修の導入 

     昇進者を対象にそれぞれの立場での役割を認識し、部下の育成や後輩指導の方法を習得するとと

もに、幅広い視点に立ち将来会社をリードできる素養を身につけることを目的に、階層別研修を導

入しています。研修後は、研修成果を自らの職務に生かすとともに、効果をより一層高めるため報

告会を開催しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビジネスマナー研修の様子 フロントサービス研修の様子 

５．安全対策の実施状況                              

５－１．人材育成 

研修報告会の様子 安全統括管理者による講義の様子 
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③お客様の命を預かる大切な仕事、鉄道運転士の養成 

     お客様の安全確保を最大の使命として、運転士はお客様の命を預かる最前線で業務を行っていま

す。現在、当社には約６０名の運転士が在籍しており、１日１６５本、１日合計約５,６００キロの

列車を無事故で運転できるよう、安全・安定輸送の確保に努めています。愛知環状鉄道では、お客

様の安全と安心を守る要となっている運転士の養成は、人材育成の最重要課題のひとつに位置づけ

て取り組んでいます。 

     運転士の養成については、免許取得までに、学科講習（ＪＲ東海総合研修センターで実施）で安

全に関する基本的事項・電車の構造・運転理論などの業務知識や運転士としての心構えを教育後、

技能講習で電車の運転に必要な技術のほか、非常時や車両故障の処置など、あらゆる場面において

瞬時に安全を最優先した行動がとれるような教育を行っています。平成２６年度は新たに２名の運

転士を養成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●運転関係係員に対するフォロー教育 

    運転士をはじめとする運転関係係員（車掌・駅係員・指令員・車両検修係員・施設係員・電気係員

など）には、その適性・知識・技能を確認するため、運転適性検査・医学適性検査やそれぞれの業務

に必要な知識・技能の確認を毎年定期的に実施しています。 

また、安全確保に関する仕組みやルール、異常時の取り扱いについての教育・訓練も、年間の時間

数を定めて計画的に実施し、業務知識の向上、係員の資質の維持・向上に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転免許審査の様子（運転技能） 運転免許審査の様子（車両点検） 

信号取り扱い訓練 転てつ器の取り扱い訓練 
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●指令訓練シミュレータ 

                             列車の運行管理を行う指令員の教育には、異常時

対応能力向上と新人指令員の養成の充実を図るた

め、平成２０年５月より指令訓練シミュレータを

導入しています。 

   定期的に実施している訓練の時に、指令室での

実施が難しい異常時の取扱い（列車の運休・順序

変更・信号抑止などの処置）の訓練、新人指令員

の基本作業や要注意作業の反復練習などに効果

的に活用しています。 

 

 

 

●その他の人材育成 

    運転取扱いに関する教育・訓練のほか、技術関係の社員を含めたさまざまな人材育成を実施してい

ます。 

ＪＲ東海の「通信研修」の受講をはじめ、ＪＲ東海総合研修センター、鉄道総合技術研究所、日本

鉄道運転協会、日本鉄道電気技術協会や中部鉄道協会などの専門機関が開催する各種講座・研修の積

極的な受講など、業務知識の向上、最新の技術・情報の取得、技術の継承などに努めています。 

 

 

 

 

 

シミュレータを用いた指令員訓練 
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  ●重大事故を防止するために…ＡＴＳ（自動列車停止装置） 

    運転士の誤った運転操作により、列車が停止信号を行き過ぎたり、曲線や分岐器（ポイント）、行き

止まり線で制限速度をオーバーすると、列車衝突や列車脱線といった重大事故を引き起こす可能性が

あります。これを防止するために、運転士が誤った運転操作を行った場合に自動的にブレーキをかけ

て事故を未然に防ぐバックアップ装置がＡＴＳです。 

停止信号、行き止まり線、曲線や分岐器の制限速度に対応するＡＴＳのほか、一部箇所には最高速

度にも対応したＡＴＳも整備し、安全性の向上を図っています。 

 

   【ＡＴＳ概念図】 

     ①停止信号に対するＡＴＳ 

 

 

 

      速度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

※地上子の照査速度・設置数は 

線路条件によって変わります。 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

後続列車 

通常の運転 

誤った運転 

誤った運転 

先行列車 

○○km/h 

照査地上子 

ＡＴＳ地上子 

照査速度をオーバーすると非常

ブレーキが動作して信号機の手

前に停止させる。 

５－２．安全のための設備 



 - 15 - 

     ②曲線・分岐器の速度制限に対するＡＴＳ 

 

 

 

 

         速度 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       ※地上子の照査速度・設置数は 

線路条件によって変わります。 

 

 

  ●ＣＴＣ（列車集中制御装置）による列車の運行管理 

 

                          列車の運行は指令で集中管理を行っています。全線

の運転状況が一目でわかる運行表示盤で列車の位

置・信号や駅の分岐器の状況などを指令員が常に監

視しており、ダイヤの乱れや機器の異常が発生した

場合は、迅速に対応できるような体制を整えていま

す。なお、通常の駅の信号や分岐器の制御は、あら

かじめコンピューターにプログラムしたダイヤ情報

などをもとに自動制御を行うＰＲＣ（自動進路制御

装置）で行っており、指令員の取扱い誤りの防止や

作業の効率化を図っています。 

 

  ●自然災害への備え 

   ①雨量計・風速計・地震計 

                          台風・集中豪雨・強風といった気象災害や地震によ

る列車への被害を最小限に抑えるため、沿線に雨量

計を２箇所、風速計を３箇所、地震計を２箇所に設

置し、指令で常時監視を行い、規制値を超えた場合

は、列車の緊急停止や運転見合わせ、注意運転を実

施し、お客様の安全を確保する体制を整えています。 

 

 

 

 

列 車 

通常の運転 

誤った運転 

○○km/h 

照査地上子 

曲線・分岐器速度制限 

 

規制値に達すると運行表示盤に警報を表示 

照査速度をオーバーすると非常

ブレーキが作動して列車を曲

線・分岐器までに減速させる。 

 

列車の運行管理を行う指令 
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   ②早期地震警報システム 

     大規模地震発生時の被害を最小限に抑えるため、平成２０年９月より早期地震警報システムを導

入しています。 

このシステムは、気象庁から専用回線で配信される緊急地震速報と当社が設置している地震計情

報とを併用し、大規模地震が想定された場合や実際に４０ガル以上の地震が発生した場合に、列車

無線で自動的に地震警報メッセージを全列車に一斉送信し、運転士が列車を緊急停止させるもので

す。 

 

   【早期地震警報システムの概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛知環状鉄道からのお願い 

 大雨・強風による運転見合わせや地震による緊急停止となった際には、列車の運転に支障が

ないか安全確認のために線路点検を実施いたしますので、すぐには列車の運転が再開できない

場合があります。線路点検は、お客様の安全確保のために行うものです。ご理解とご協力をお

願いいたします。 

地震発生 

震源地近くの気象庁地震計で

Ｐ波をキャッチ 

気象庁 

↓ 

気象業務支援センター 

情報配信会社 

愛知環状鉄道（指令室） 

受信・警報サーバー 

当社地震計 

（２か所） 

列車無線 

 

指令室に設置したシステム端末 
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  ●ホームのお客様の安全確保 

   ①列車非常停止装置の設置 

     お客様がホームから転落したときなど、ただちに、列車を停止させなければならない事態が発生

したときに、列車を緊急停止させるための列車非常停止装置を三河豊田・新上挙母・新豊田・高蔵

寺の４駅に設置しています。（高蔵寺駅はＪＲ東海との共同使用） 

ホーム屋根の柱に取り付けてある「非常停止ボタン」を押すと、ホームに進入してくる列車やホ

ームから進出する列車に異常を知らせ、列車を緊急停止させることができます。また、これらの駅

には、お客様への周知用ポスターを掲出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ②内方線付き点状ブロックの整備 

                      ホーム端を警告する点状ブロックは全駅に整備済みです。

利用者１万人以上の駅においては、ホームの内外方が判別で

きる内方線付き点状ブロックの整備を終えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホーム屋根の柱に設置した列車非常停止装置 

愛知環状鉄道からのお願い 

 ホームから線路に転落したお客様を見かけたときなど、列車に危険を知らせる必要が生じた

ときは、ためらわずにホームに設置されている非常停止ボタンを押していただきますよう、事

故防止にご協力をお願いいたします。 

非
常
停
止
ボ
タ
ン 

 

「非常停止ボタン」周知用ポスター 

内方線付き点状ブロック 

内方線付き点状ブロック 
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   ③列車接近放送装置 

     ホームで列車をお待ちのお客様の安全を確保するため、列車の接近を知らせる放送設備をすべて

の駅に整備しています。 

また、ご利用の多い岡崎・中岡崎・三河豊田・新豊田・八草・瀬戸市の６駅には整列乗車をして

いただくための白線を乗車位置近くに引いています。 

 

 

 

 ④列車接近表示器・ＬＥＤ式発車標での接近表示 

 

岡崎・中岡崎・新上挙母の各駅のホーム

には、列車の接近を視覚的にお知らせする

列車接近表示器を設置しています。 

 

 

 

 

三河豊田・新豊田駅のホームでは、ＬＥ

Ｄ式発車標で列車の接近を視覚的にお知ら

せします。 

 

 

 

 

 

 

   ⑤車両間の転落防止用幌 

 

                          車両の連結面の隙間からお客様が線路に転落する

ことを防止するため、全車両に転落防止用の幌を設

置しています。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

愛知環状鉄道からのお願い 

 列車との接触事故防止のため、列車をお待ちの際には黄色い線の内側でお待ちいただくととも

に、整列乗車にご協力いただきますよう、また、ホームをご通行の際には黄色い線の内側をお通

りいただきますよう、ご協力をお願いたします。 

 

連結面部分に設置した転落防止用幌 

列車接近表示器 

ＬＥＤ式発車標での列車接近表示 
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   ⑥ホーム転落防止柵 

 

岡崎駅０番ホームには、ホーム上に転落防止柵を設

置し、混雑時のお客様の安全確保を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ⑦車掌の乗降確認用テレビモニター 

 

                          曲線ホームなど見通しの悪い場所でも、車掌がお客

様の乗降確認を確実に行えるよう、岡崎・三河豊田・

新上挙母・保見・八草・山口の６駅に車掌の乗降確

認用のテレビモニターを設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
岡崎駅のホーム転落防止柵 

 

乗降確認用テレビモニター 
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  ●踏切事故防止設備 

 

    愛知環状鉄道は、交差する道路とはほぼ全区間で立体交差となっていますが、岡崎駅構内に１か所、

踏切（南乾地踏切）があります。この踏切には、踏切内で立ち往生した自動車を自動的に検知する障

害物検知装置や踏切の危険を列車に知らせるための「非常ボタン」を設置しています。また、事故の

状況などを把握するため、監視カメラを設置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●緊急時の列車停止装置 

 

                         万が一、事故が発生したときは、二次的な事故の発

生を防ぐため、付近を走行中の列車を緊急に停止させ

る必要があります。そのために、列車には、緊急列車

防護スイッチ（非常ブレーキ作動・パンタグラフ降

下・気笛吹鳴・車両用信号炎管点火・防護無線発報を

同時に行う）と防護無線スイッチ（周辺を走行中の列

車に無線による緊急停止信号を送るスイッチ）を備え

付けています。 

 

愛知環状鉄道からのお願い 

                       岡崎駅構内にあります南乾地踏切におい

て、交通ルールを無視した自動車の無理な踏

切横断による遮断桿の折損事故が発生してい

ます。無理な踏切横断は、一歩間違えば大事

故につながりかねない危険な行為です。 

警報機が鳴ったら踏切には入らない、踏切

では必ず一旦止まって、前方及び左右の安全

を確かめてからお渡りいただきますよう、踏

切事故防止にご協力をお願いいたします。 

 

障害物検知装置 

 

踏切の「非常ボタン」 

 

緊急列車防護スイッチと防護無線スイッチ 

緊急列車防護スイッチ 

防護無線スイッチ 

 

危険！無理な踏切横断による遮断桿折損の瞬間 
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   安全に関連する設備投資や修繕の状況は、以下のとおりです。 

平成２７年度の安全に関連する支出は、設備投資で６０３百万円、修繕で８５６百万円を予定し、引

き続き、お客様に安心してご利用いただけるよう、安全に対する設備投資・修繕には、積極的に取り組

んでまいります。 

 

 

【安全に関連する設備投資額の状況】 

単位：百万円 

 

 

 

●２６年度の主な実施内容 

    のり面改良工事・緊急輸送道路との交差部の橋脚耐震補強工事・防音壁改良工事 

変電所機器老朽取替・電車線支持物取替・高圧変圧器取替・連動装置更新など 

 

●２７年度の主な計画 

    のり面改良工事・緊急輸送道路との交差部の橋脚耐震補強工事・防音壁改良工事 

変電所機器老朽取替・電車線支持物取替・連動装置更新・列車非常停止装置新設など 
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【安全に関連する修繕費の状況】 

単位：百万円 

 

 

 

   ●２６年度の主な実施内容 

    軌道整備・橋りょう修繕・電車線路設備修繕・電力設備修繕・変電設備修繕・信号通信設備修繕・

車両定期検査・車輪削正・車両修繕など 

 

●２７年度の主な計画 

    軌道整備・橋りょう修繕・電車線路設備修繕・電力設備修繕・変電設備修繕・信号通信設備修繕・

車両定期検査・車輪削正・車両修繕など 
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ＪＲ東海の軌道・電気総合試験車による検測 

橋りょうのコンクリート剥離修繕 

架線の保守点検 



 - 23 - 

  

 

愛知環状鉄道は、沿線の一部が東海地震の防災対策強化地域に指定されていることから、平成２６年

度は、９月２日に東海地震の発生を想定した地震防災訓練と事故復旧訓練を実施しました。 

また、５月１６日と１０月１７日の深夜から翌朝にかけて、駅の異常時取扱い訓練を実施したほか、

列車の運行管理上、密接な関係がある東海旅客鉄道株式会社とは合同の訓練を適宜実施しました。 

  ●地震防災訓練 

                         「東海地震注意情報」と「東海地震警戒宣言」が発

令されたとの想定で、「地震災害警戒本部」を設置し、

警戒本部要員の召集・情報収集や関係部署への情報

伝達・お客様への情報伝達と案内・列車の運行中止・

マスコミへの対応などの訓練を実施したほか、全社

員に対して、異常時連絡訓練を実施しました。 

 

 

 

 

  ●事故復旧訓練 

   「東海地震警戒宣言」発令後、大規模地震が発生し、北野桝塚駅構内において車両の最前部台車が脱

線したという想定で、事故復旧訓練を実施しました。 

   この訓練には、当社社員約７０名が参加し、事故発生直後に事故対策本部を設置、その後、復旧対策

本部を設置し、列車防護・情報収集と指示伝達・負傷者の救出と救護・お客様の避難誘導・線路修復・

架線修復・脱線車両の復旧などの訓練を本番さながらに実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５－４．異常時に備えた訓練 

地震災害警戒本部の様子 

油圧ジャッキによる脱線車両の復旧訓練 

お客様の避難誘導訓練 

線路の修復訓練 

復旧本部の様子 
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  ●異常時運転取扱い訓練 

    平成２６年度も、終列車後に実際に訓練列車を運転しての実践的な異常時運転取扱い訓練を２回実

施しました。 

    ５月１６日の夜間には、三河上郷～末野原駅間において、実際に軌道回路を短絡させ、信号機故障

を再現した状況で、代用閉そく方式による運転取扱い訓練を実施しました。 

 また、１０月１７日の夜間には、北野桝塚～三河上郷駅間において、故障して運行不能となった列

車に向けて救援列車を運転する伝令法の訓練を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「東海地震注意情報」・「東海地震警戒宣言」発令時の列車運行 

●「東海地震注意情報」発令時 

 ・原則として、列車は通常どおり運行いたします。なお、帰宅されるお客様の対応として、

列車の増結を行うなど、輸送力を確保します。 

 ・不要・不急のご旅行は、差し控えていただきますよう、お願いいたします。 

●「東海地震警戒宣言」発令時 

 ・原則として、強化地域内への列車の運転は中止します。 

 ・強化地域内を運転中の列車は、指定駅まで運転し、以後の運転は中止します。 

※１ 強化地域には岡崎～八草駅間が指定されています。 

  ※２ 指定駅は、岡崎・北野桝塚・三河豊田・新豊田です。 

当務駅長による信号制御装置の操作 列車の運転について駅係員と乗務員との打合せ 

手信号による救援列車の連結 お客様の誘導訓練 
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  ●東海旅客鉄道株式会社との合同訓練 

    異常時のスムースな情報伝達・事故対応や情報交換を目的として、ＪＲ東海と各種の合同訓練を 

実施しています。 

駅関係は高蔵寺駅にて直通列車運転の際に転てつ器故障が発生したという想定の訓練を実施し、車

両関係は北野桝塚車両基地にて神領車両区と車両故障を想定した訓練を実施しました。また、電気関

係はＪＲ岡崎電力区とトロリ線の断線復旧訓練を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●その他の訓練 

   ・応急手当講習会 

社員の救命意識の向上とお客様の安全確保を

目的として、豊田市消防本部の指導により、救

命処置訓練を駅社員を中心に実施しました。 

訓練用の人形を使い、心肺蘇生法（人工呼吸・

心臓マッサージ）・ＡＥＤの使用手順などの訓

練を行いました。 

 

 

 

車両係員による応急復旧合同訓練 駅係員による異常時運転取扱い合同訓練 

ＡＥＤの使用講習の様子 

電気係員によるトロリ線の復旧合同訓練 電気関係合同訓練会での情報交換の様子 
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  ●ホームページでの列車運行状況の提供 

 ホームページに列車の運行状況をリアルタイムで

表示しています。文章による現在の運行状況のほか、

列車位置が一目でわかるような画面表示と、また列

車に遅れが発生した場合には、遅れている列車には

遅れ時分を表示するなど分かりやすい運行状況の提

供に努めています。なお、列車の運行状況は、携帯

電話からもアクセスすることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

  ●発車標での遅れ時分の案内 

 

中岡崎・北岡崎・新上挙母・瀬戸口の各駅に設置

の液晶式発車標では先発列車の遅れが一目でわかる

よう、３分以上遅れている場合には遅れ時分を表示

します。 

 

 

 

 

 

 

三河豊田・新豊田・八草・瀬戸市の各駅に設置の

ＬＥＤ式発車標でも先発列車の遅れが一目でわかる

よう、３分以上遅れている場合には遅れ時分を表示

します。 

 

 

 

 

  ●各駅への遠隔案内放送装置 

    列車が大幅に遅れたときなどに、駅で列車をお待ちのお客様に対して情報提供ができるよう、指令

や主要駅から全駅に遠隔案内放送ができる設備を整えています。 

６．お客様との連携                              

６－１．お客様への情報提供 

液晶式発車標 

ＬＥＤ式発車標 
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  ●踏切事故の防止 

 

                          踏切内で立ち往生してしまったらどうするか…。

まず何よりも、列車に危険を知らせることが重要で

す。危険を察知したら、ためらわずにできるだけ早

く踏切の「非常ボタン」を押して列車に危険を知ら

せてください。自動車が動ける場合は、遮断桿を押

してそのまま進めば踏切から脱出することができま

す。 

警報機が鳴ってから踏切に進入するような無理な

横断は、列車脱線など重大事故につながる危険な行

為です。踏切を通行する際は、交通ルールを守り、

無理な横断は絶対にしないよう、ご理解とご協力を

お願いいたします。 

 

 

 

 

  ●テロ行為への備え 

 駅および列車内への危険物の持ち込みを禁止

しています。駅や列車内の放送でお客様に呼びか

けを行っているほか、係員が「特別警戒腕章」を

着用して、随時、駅や列車内をパトロールしてい

ます。 

 また、駅構内のお客様の安全確保を図るため、

中岡崎・北岡崎・北野桝塚・三河豊田・新豊田・

八草・瀬戸口・瀬戸市の８駅には防犯カメラを設

置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

危険を察知したら、ためらわずに 

「非常ボタン」を押してください！ 

愛知環状鉄道からのお願い 

 持ち主のわからない不審物を発見し

たときは、お近くの駅係員または乗務

員にお知らせください。お客様のご協

力をお願いいたします。 

６－２．お客様・沿線住民の皆様との協働 

危険物持ち込み禁止のポスター 

駅構内に設置した防犯カメラ 
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乗車マナー・ルール啓発ポスター 

●列車内で緊急事態が発生した場合には 

  

                          列車内で不審物や不審な行動、犯罪行為を見かけた

とき、急病人が発生したときなどは、直接乗務員に

ご申告いただくか「非常警報ボタン」で直ちに乗務

員にお知らせください。「非常警報ボタン」は連結部

のドア付近に設置されている赤いボタンで、ＳＯＳ

マークの表示があります。 

 

 

 

 

 

  ●お客様に安全・快適にご利用いただくために 

   ①守っていただきたい乗車マナーとルールのお知らせ 

 

                     当社では、「乗車マナー向上運動」を実施しています。「駆け

込み乗車の防止」・「歩きながらのスマートフォン使用の防止」・

「きっぷの正しい使用」などに関して、お客様にお守りいただ

きたいマナーとルール啓発のため、各駅にポスターを掲出して

います。 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ②痴漢防止キャンペーンへの協力 

     沿線の警察署と協力し、駅改札口や列車内で痴漢被害や盗撮防止のリーフレット配布など、列車

内での犯罪防止を呼びかけました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛知環状鉄道からのお願い 

 すべてのお客様に安全・快適にご利用いただくために、

ご乗車の際には、乗車マナーとルールをお守りいただきま

すよう、ご協力をお願いいたします。 

列車内での啓発 ホームでの啓発 

 

車内に設置してある非常警報ボタン 
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●部外原因による輸送障害防止の取り組み 

 

                       

外部からの飛来物により当社の設備に支障が生じた場合、長 

時間にわたって列車の運転を妨げる恐れがあります。 

このため、関係団体を通じて協力依頼の広報を行っています。 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置 

 

                     駅構内で急な心臓病などにより、突然心臓が停止状態になっ

た場合、応急処置が迅速に行えるよう、ＡＥＤを三河豊田と新

豊田の２駅の改札口付近に設置し、係員のほか、お客様にも操

作していただけるようにしています。 

                    

 

 

 

 

 

 

●こども１１０番の駅 

      

新豊田駅と瀬戸市駅では、トラブルに巻き込まれ

たお子様をサポートするため、日本民営鉄道協会と

連携して「こども１１０番の駅」の取り組みを実施

しています。該当駅では、目印となるステッカーを

掲出し、お子様が駅に助けを求めてきたときには、

お子様を保護し、代わりに１１０番通報を行うなど

の対応をとっています。 

 

 

 

 

改札口付近に設置したＡＥＤ 

対応駅にはステッカーを掲出 

 

愛知環状鉄道からのお願い 

 農業用のビニールシート等を沿線で使用される場合は、 

強風により飛散しないよう十分にご注意いただきますよう、 

ご協力をお願いいたします。 

飛来物防止のための広報 
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   愛知県・沿線自治体が主催する公共交通の利用促進協議会・会議などの構成メンバーとして、関係機

関と連携し、積極的に意見交換を行っています。 

 

  ●愛知県・岡崎市・豊田市・瀬戸市・春日井市関係 

   ・「愛知環状鉄道連絡協議会」など 

  ●岡崎市関係 

   ・「岡崎市交通政策会議」など 

  ●豊田市関係 

   ・「豊田市公共交通会議」・「豊田市交通まちづくり推進協議会」・「愛知環状鉄道を活用した広域的な交

通円滑化によるまちづくり検討会」など 

  ●瀬戸市関係 

      ・「瀬戸市地域公共交通会議」・「瀬戸市まちなか交通戦略協議会」など 

 

 

 

  

 

   当社の安全に対する取り組みや安全報告書に関するお客様のご意見・ご要望は、以下の箇所でお伺い

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○愛知環状鉄道株式会社 総務部総務人事課 

   電話番号 ０５６４－３２－３９１１ 

   受付時間 平日 ９：００～１７：００ 

        土曜・休日・年末年始（12/31～1/3）は休み 

○愛知環状鉄道ホームページ 

   http://www.aikanrailway.co.jp 

       ※トップ画面右上の「お問い合わせ」をクリックして、「ご質問・ご意見・

ご要望について」から、ご意見・ご要望をお寄せください。 

６－３．関係機関との協働 

６－４．お問い合わせ先 

http://www.aikanrailway.co.jp/

